
平成３０年度 第６回外国語学研究科委員会議事録 要旨 

 

日 時：平成３０年１０月２９日（月）１５：００～１６：１０ 

場 所：板橋校舎１号館 ４階 １０４２０教室 

出席者：２４名 

議 長：大月 実（外国語学研究科委員長） 

 

議案： 

１．学則改正案について 

議長の指名により、日本言語学専攻主任から資料に基づき、2019年度入学生から博士課程後期課

程のカリキュラムを演習科目のオムニバス形式を解消すること、担当する教員の科目増やすことを

主な趣旨として改正する旨の説明がなされ、これが承認された。 

 

２．次期研究科委員長の選出に関する確認事項と選挙管理委員会の設置について 

（１） 議長より、「外国語学研究科委員長選出要綱」、「外国語学研究科委員長選挙方法について」及   

び「外国語学研究科委員長選挙実施要領」改正案が示され、これが承認された。 

（２） 議長より、同要綱に辞退届制度の規定を設ける旨の提案があり、これが承認された。 

（３） 続いて議長より、同要綱に現在任期数を設ける規定がないが、設けるか否かの意見聴取を行

ったところ、意見が分かれたため投票によって決めることとなり、投票が行われた。投票の結

果、任期数は設けないことが承認された。 

 

（４） 議長の指名により、各専攻主任から外国語学研究科委員長選挙管理委員会委員の推薦がなさ 

れ、中国言語文化学、英語学、日本言語文化学各専攻からの３名で構成されることが承認され

た。 

    （※なお、委員会終了後、英語学専攻の委員が同委員長を担うこととなった。） 

続いて議長より、次回の本委員会で外国語学研究科委員長選挙を行うこと、同選挙管理委員

会から後日メールで連絡を各委員に送る旨の説明があった。 

 

３．2019年度新規大学院担当教員について 

（１） 議長からの指名により、大学院担当教員資格審査委員会委員長から、資料に基づき、教員の 

   「応用日本語学特殊講義 IV A・B」「応用日本語学演習 IV A・B・C・D」（博士課程前期課程） 

 の新規科目担当についての審査報告がなされ、投票が行われた。投票の結果、科目担当資格を 

有することについて、承認された。 

 

（２） 議長からの指名により、大学院担当教員資格審査委員会委員長から、資料に基づき、同上教 

   員の「応用日本語学特論 IV A・B」「応用日本語学特別演習 IV A・B・C・D・E・F」（博士課 

  程後期課程）の新規科目担当についての審査報告がなされ、投票が行われた。投票の結果、科 

目当資格を有することについて、承認された。 

 

（３） 議長より、従前「大学院担当教員資格審査報告書」は同委員長名と捺印のみ掲載していたが、

今後、同報告書は委員名も掲載（捺印は委員長のみ）する提案がなされ、これが承認された。 

 



４．2019年度科目編成表について 

議長の指名により、各専攻主任から資料に基づき説明がなされ、これが承認された。 

 

５．2019年度大学院学年暦（案）について 

議長より、資料に基づき説明があり、これが承認された。 

 

６．学籍異動について 

議長の指名により、中国言語文化学専攻主任から、７月末日付けで退学者１名が発生し委員長決

裁で処理を行った旨の事後報告がなされ、これが承認された。 

続いて議長の指名により、英語学専攻主任から、１１月末日付けで１名退学届が提出された旨の

説明がなされ、これが承認された。 

 

７．2019年度予算積算について 

議長より、次年度の予算積算案について各専攻協議会で協議されている通りとする旨の説明があ

り、これが承認された。 

 

８．全学教務委員会からの報告について（科目ナンバリング実施について） 

議長に指名により、幹事から科目ナンバリングの作業について、前期中に執行部を中心に科目を

分野毎に振分ける作業が完了しており、今回の作業は事務的に行った上で執行部が確認して提出す

る旨の説明があり、これが承認された。 

 

９．その他 

（１）客員研究員受入れ期間の変更について 

議長の指名により、中国言語文化学専攻主任より、本専攻客員研究員の受入れ期間につ

いて、中国政府から１１月８日から同９日にするよう通達があったため、受入れ期間を変

更する旨の説明がなされ、これが承認された。 

（２）その他 

    特になし。 

 

 

報告承認事項： 

１．客員研究員の受入れについて 

議長より、資料に基づき、客員研究員の受入れについて事後報告がなされた。本件は時間的に猶

予がなかったため委員長決裁で処理を行ったが、本来は本委員会で協議してから決めるべき案件の

ため前例としない旨の方針が提案され、これが承認された。 

 

２．その他 

特になし。 

 

 

報告事項： 

１．大学院公開説明会（１２月）の実施について 

議長より、資料に基づき報告があった。なお、次回の全体講演は書道学専攻とスポーツ・健康科



学専攻が行う旨の説明があった。 

 

２．2019年度秋季入学試験結果について 

議長より、資料に基づき報告があった。 

 

３．2018年度学位記授与式実施計画について 

議長より、資料に基づき報告があった。 

 

４．2018年度博士学位授与祝賀会について（2019年 3月 13日（木）） 

議長より、2019 年３月 13 日に例年通り、博士学位授与祝賀会が行われる予定である旨の報告が

あった。 

 

５．その他 

（１）シラバスに関する件 

議長の指名により、幹事から、①教職関連科目シラバスは教職再課程認定開始から完成年度

（2020年度）まで変更しない旨の文部科学省からの通達がきていること、②次年度シラバスに

は、全学教務委員会の意向により、備考欄にナンバリング等をリンクさせるＵＲＬを備考欄に

付ける予定であることの説明があった。 

 

（２）その他 

特になし。 

 

 

閉 会 

以上を以って議長が外国語学研究科委員会の終了を宣して、１６時１０分に閉会した。 

 

 

以 上  

  

 


